
61,560 32,400

2024発明推進協会

一般社団法人 発 明 推 進 協 会
東京都港区虎ノ門２－９－１

虎ノ門ヒルズ　江戸見坂テラス
郵便番号　105－0001
［電話］03－3502－5493

発明推進協会ウェブサイト　https://www.jiii.or.jp

目　　次

  令和６年
（2024 年）       月          日（月）

No.  16109 １部377円（税込み）

4 1

5．日本の不使用商標対策に関する審査実務
の現状と課題
前回ご紹介した通り、日本の不使用商標対策は、
出願時と登録後の対策が講じられていますが、出願
時の対策としては、平成19年度（2007年度）に、一
層の不使用商標対策の促進を図るため、商標法第3
条第1項柱書に関する商標審査基準及び審査便覧を
改定し、商標出願時において、一つの区分の中で、

その指定商品・指定役務ごとに付与した類似群コー
ドが8類似群以上となる場合は拒絶理由の対象とす
る審査運用が開始されました。
この運用は、その後、1区分内において、23以上
の類似群コードにわたる商品又は役務を指定してい
る場合に、指定商品又は指定役務について商標の使
用及び使用の意思があることに疑義があるものとし
て、商標の使用又は使用の意思の確認を行う、とす
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